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東
日
本
大
震
災
で
は
市
内
各
地
で
石
塀

や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
が
多
数
発
生
し
ま

し
た
。
１
年
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
被
害

件
数
が
多
か
っ
た
た
め
、
ま
だ
修
繕
さ
れ

て
い
な
い
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

余
震
も
ま
だ
続
く
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
修
繕
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
倒

壊
や
落
下
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
徒
歩
や
自
転
車
で
石
塀
や
ブ
ロ

ッ
ク
塀
の
付
近
を
通
る
際
も
十
分
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

危
機
管
理
課
防
災
係

　
　
　

(

２
３)

１
１
１
５

　

市
で
は
東
日
本
大
震
災
以
前
か
ら
防
災

に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て
き
ま
し
た
が
、

大
震
災
の
経
験
を
踏
ま
え
、
防
災
力
や
減

災
力
の
強
化
を
目
的
と
し
て
平
成
23
年
度

に
新
た
に
民
間
の
団
体
な
ど
と
防
災
に
関

す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

平
成
23
年
度
に
締
結
し
た
防
災
関
係
協

定
な
ど
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

危
機
管
理
課
防
災
係

　
　
　

(

２
３)

１
１
１
５

　

さ
ま
ざ
ま
な
防
犯
対
策
や
子
ど
も
の
安

全
、
そ
し
て
自
主
防
犯
活
動
実
践
論
な
ど

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

●
日
時
・
内
容

①
マ
ッ
プ
作
製
コ
ー
ス(

４
講
座
で
構
成)

　

６
月
23
日(

土)

　

 

午
前
９
時
15
分
〜
午
後
４
時
30
分

②
リ
ー
ダ
ー
養
成
コ
ー
ス(

３
講
座
で
構
成)

　

６
月
30
日(

土)

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
20
分

●
場
　
所

　

矢
板
市
生
涯
学
習
館

　

(

矢
板
市
矢
板
１
０
６
‐
２)

●
対
　
象　

栃
木
県
民

●
定
　
員　

各
講
座
80
名

●
参
加
費　

無
料

●
申
込
方
法

　

栃
木
県
く
ら
し
安
全
安
心
課
ま
で
電
話

　

で
申
し
込
み
。

※
開
催
日
前
日
ま
で
、
先
着
順
で
受
け
付

　

け
ま
す
。

※
１
講
座
か
ら
受
講
で
き
ま
す
が
、
全
７

　

講
座
の
う
ち
６
講
座
以
上
を
受
講
し
た

　

方
に
は
修
了
証
書
お
よ
び
バ
ッ
ジ
を
交

　

付
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
く
ら
し
安
全
安
心
課

　
　
　

０
２
８(

６
２
３)

２
１
５
４

　

市
危
機
管
理
課
地
域
安
全
安
心
担
当

　
　
　

(

２
３)

１
１
１
５

地
震
で
被
害
を
受
け
た
石
塀
や

ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
は
引
き
続
き
ご

注
意
く
だ
さ
い
!

各
種
団
体
な
ど
と
防
災
に
関
す

る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た

防
犯
講
座
「
ぼ
う
は
ん
カ
レ
ッ

ジ
２
０
１
２
」受
講
者
募
集

協定などの名称 協定団体 協定の概要

那須のみまもり隊 栃木県建設業協会那須支部
気象警報などが発表されていない平常時における
道路などの公共施設に破損があった場合の応急措
置活動など。

那須地区広域防災の
相互協力に関する協定

那須塩原市、那須町、
大田原警察署、
那須塩原警察署、
大田原地区広域消防組合、
黒磯那須消防組合、
栃木県建設業協会那須支部

気象警報などが発表されていない平常時における
突発的な災害や、市町を超える広範囲にわたる大
規模災害が発生した場合の、応急対策や人命救助
に必要な資機材などについて、被災自治体に替わ
り現場で活動する警察や消防からも直接要請をす
ることができる。

地域防災における公園緑
地等の保全に関する協定 みどりの会

災害が発生した場合における市が管理する公園緑
地内の樹木などの点検や倒れた樹木の撤去、応急
活動への協力活動など。

災害時における電気設備
の復旧等に関する協定 栃木県電気工事業工業組合 災害発生時における公共施設の電気の保安、停電

時の発電機の提供など。

災害時の情報交換に関す
る協定 国土交通省関東地方整備局

市内で発生した災害の被害状況などの情報を収集
し適切な自治体への支援をすることを目的に、国
土交通省が職員を市の災害対策本部へ派遣する。

災害時における生活物資
の供給協力に関する協定（株）カインズ

災害発生時に市が行う災害対策に必要な物資や被
災者の生活必需品の供給。

水防協力団体指定 栃木県建設業協会 気象警報発表時や台風などで市内の河川が増水し
た場合の巡視活動や水防活動の実施。

【平成 23 年度に締結した防災関係協定】


